
 

2013 年 4 月 4 日 

日 本 銀 行 

 

量的・質的金融緩和の導入に伴う関連基本要領の制定および 

廃止等について 

 

 

日本銀行は、本日、政策委員会・金融政策決定会合において、量的・質

的金融緩和の導入に伴い、下記の諸措置を講ずることを決定しましたので、

お知らせします。 

 

記 

 

１．「コマーシャル・ペーパーおよび社債等買入基本要領」を別紙１のと

おり制定すること。 

２．「コマーシャル・ペーパーおよび社債等買入における買入対象先選定

基本要領」を別紙２のとおり制定すること。 

３．「指数連動型上場投資信託受益権等買入等基本要領」を別紙３のとお

り制定すること。 

４．「指数連動型上場投資信託受益権等買入等基本要領に定める信託の受

託者選定基本要領」を別紙４のとおり制定すること。 

５．「国債売買基本要領」（平成１１年３月２５日決定）を別紙５のとお

り一部改正すること。 

６．「国債売買における売買対象先選定基本要領」（平成１１年３月２５

日決定）を別紙６のとおり一部改正すること。 

７．「国庫短期証券売買および国債の条件付売買における売買対象先選定

基本要領」（平成１４年９月１８日決定）を別紙７のとおり一部改正す

ること。 



８．「補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却における売却対象

先選定基本要領」（平成１６年４月９日決定）を別紙８のとおり一部改

正すること。 

９．「資産買入等の基金運営基本要領」（平成２２年１０月２８日決定）、

「資産買入等の基金の運営として行う国債等買入基本要領」（平成２２

年１０月２８日決定）、「資産買入等の基金の運営として行うコマーシ

ャル・ペーパーおよび社債等買入基本要領」（平成２２年１０月２８日

決定）および「資産買入等の基金の運営として行う共通担保資金供給オ

ペレーション基本要領」（平成２２年１０月２８日決定）を本日限りで、

「資産買入等の基金の運営として行う指数連動型上場投資信託受益権

等買入等基本要領」（平成２２年１１月５日決定）を３．に掲げる基本

要領の実施日限りで、廃止すること。 

廃止する基本要領に基づき、現に、または３．に掲げる基本要領の実

施日において保有する資産および未決済の取引については、「国債売買

基本要領」、「国庫短期証券売買基本要領」（平成１１年１０月２７日

決定）、「コマーシャル・ペーパーおよび社債等買入基本要領」、「共

通担保資金供給オペレーション基本要領」（平成１８年４月１１日決定）

または「指数連動型上場投資信託受益権等買入等基本要領」に基づくも

のとして取扱うこと。 

１０．「資産買入等の基金の運営として行う国債等買入における買入対象

先選定基本要領」（平成２２年１０月２８日決定）、「資産買入等の基

金の運営として行うコマーシャル・ペーパーおよび社債等買入における

買入対象先選定基本要領」（平成２２年１０月２８日決定）および「資

産買入等の基金の運営として行う共通担保資金供給オペレーションに

おける貸付対象先選定基本要領」（平成２２年１０月２８日決定）を本

日限りで、「資産買入等の基金の運営として行う指数連動型上場投資信

託受益権等買入等基本要領に定める信託の受託者選定基本要領」（平成

２２年１１月５日決定）を４．に掲げる基本要領の実施日限りで、廃止



すること。 

廃止する基本要領に基づき、現に、または４．に掲げる基本要領の実

施日において買入対象先等となっている先については、「国債売買にお

ける売買対象先選定基本要領」、「国庫短期証券売買および国債の条件

付売買における売買対象先選定基本要領」、「コマーシャル・ペーパー

および社債等買入における買入対象先選定基本要領」、「共通担保資金

供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」（平成１８年４

月１１日決定）または「指数連動型上場投資信託受益権等買入等基本要

領に定める信託の受託者選定基本要領」に基づく売買対象先等として取

扱うこと。 

１１．３．の実施に関し、日本銀行法（平成９年法律第８９号）第４３条

第１項ただし書きおよび同法第６１条の２の規定に基づき、別紙９およ

び別紙１０のとおり財務大臣および金融庁長官に認可を申請すること。 

以  上 

＜本件照会先＞ 

企 画 局 菅 野（03-3277-2800） 

 福 田（03-3277-3768） 



別紙１ 

 

コマーシャル・ペーパーおよび社債等買入基本要領 

 

１．趣旨 

  この基本要領は、金融調節の一層の円滑化を図る趣旨から、コマーシャ

ル・ペーパーおよび社債等の買入れを行うために必要な基本的事項を定め

るものとする。 

２．買入店 

  本店（業務局）とする。 

３．買入対象先 

  金融機関（日本銀行法（平成９年法律第８９号）第３７条第１項に規定

する金融機関をいう。ただし、整理回収機構および預金保険法（昭和４６

年法律第３４号）第２条第１３項に規定する承継銀行を除く。）、金融商

品取引業者（日本銀行法施行令（平成９年政令第３８５号）第１０条第１

項第２号に規定する金融商品取引業者のうち、金融商品取引法（昭和２３

年法律第２５号）第２８条第１項に規定する第一種金融商品取引業を行う

者をいう。）、証券金融会社（日本銀行法施行令第１０条第１項第３号に

規定する証券金融会社をいう。）および短資業者（同項第４号に規定する

者をいう。）のうち、別に定めるところにより選定した先とする。 

４．買入対象 

  ＣＰ等（コマーシャル・ペーパー（資産担保コマーシャル・ペーパーお

よび不動産投資法人コマーシャル・ペーパーを除く。）、短期社債、不動

産投資法人コマーシャル・ペーパー、短期不動産投資法人債、保証付短期

外債、資産担保コマーシャル・ペーパーおよび資産担保短期債券をいう。

以下同じ。）および社債等（社債および不動産投資法人債をいう。以下同



じ。）であって以下の要件を満たすもののうち、買入対象とすることが適

当でないと認められる特段の事情がないものとする。 

（１）通則 

イ、「適格担保取扱基本要領」（平成１２年１０月１３日付政委第１３

８号別紙１．）に定める適格担保基準を満たすものであること。ただ

し、格付および残存期間に関し、（２）ないし（７）に定めのある事

項については、当該規定の要件を満たすものであること。   

ロ、６．に定める入札を実施する日以前に発行されたものであること。 

（２）コマーシャル・ペーパーおよび短期社債 

   格付について、次のイ、またはロ、を満たしていること。 

イ、適格格付機関からａ－２格相当以上の格付を取得していること。 

ロ、イ、に該当しないコマーシャル・ペーパーまたは短期社債であって、

その額面金額または元利金の全額につき連帯保証している企業がある

場合には、当該保証企業が、適格格付機関からａ－２格相当以上の格

付を取得していること。 

（３）資産担保コマーシャル・ペーパーおよび資産担保短期債券 

   適格格付機関からａ－１格相当の格付を取得していること。資産担保

コマーシャル・ペーパーまたは資産担保短期債券について（１）イ、の

基準の充足性を判定する際は、「適格担保取扱基本要領」５．の取引先

または取引先の関係企業が保証する債務の取扱いに関する定めを適用し

ない。 

（４）保証付短期外債 

   保証企業が適格格付機関からａ－２格相当以上の格付を取得している

こと。 

（５）不動産投資法人コマーシャル・ペーパーおよび短期不動産投資法人債 

   格付について、次のイ、またはロ、を満たしていること。 



イ、適格格付機関からａ－１格相当の格付を取得していること。 

ロ、イ、に該当しない不動産投資法人コマーシャル・ペーパーまたは短

期不動産投資法人債であって、その額面金額または元利金の全額につ

き連帯保証している企業がある場合には、当該保証企業が、適格格付

機関からａ－２格相当以上の格付を取得していること。 

（６）社債 

格付について、次のイ、またはロ、を満たし、かつ、残存期間が１年

以上３年以下であること。 

イ、適格格付機関からＢＢＢ格相当以上の格付を取得していること。 

ロ、イ、に該当しない社債であって、その額面金額または元利金の全額

につき連帯保証している企業がある場合には、当該保証企業もしくは

当該保証企業が発行する社債（保証付社債を除く。）が、適格格付機

関からＢＢＢ格相当以上の格付を取得していること。 

（７）不動産投資法人債 

格付について、次のイ、またはロ、を満たし、かつ、残存期間が１年

以上３年以下であること。 

イ、適格格付機関からＡＡ格相当以上の格付を取得していること。 

ロ、イ、に該当しない不動産投資法人債であって、その額面金額または

元利金の全額につき連帯保証している企業がある場合には、当該保証

企業もしくは当該保証企業が発行する社債（保証付社債を除く。）が、

適格格付機関からＢＢＢ格相当以上の格付を取得していること。 

５．一発行体当りの買入残高の上限 

一発行体当りの買入残高の上限は、ＣＰ等については１，０００億円、

社債等については１，０００億円とする。ただし、ＣＰ等、社債等のそれ

ぞれについて、買入れの時点において、買入残高が買入毎に本行が別に定

める時点における一発行体の総発行残高の２割５分を超えているものにつ

いては、買入対象から除外する。 



６．買入方式 

買入対象先が売買利回りとして希望する利回りを入札に付してコンベン

ショナル方式により決定し、これにより買入れる方式とする。 

７．買入価格 

買入対象先が本行による買入れを希望する証券ごとに、６．に定める方

式により決定した売買利回りに基づいて算出した価格とする。 

８．買入日および買入金額等 

  買入日、買入金額、買入先その他買入れを行うために必要な具体的事項

については、金融市場の情勢等を勘案して買入れのつど決定するものとす

る。  

 

（附則） 

この基本要領は、本日から実施する。 

 



別紙２ 

 

コマーシャル・ペーパーおよび社債等買入における買入対象先 

選定基本要領 

 

１．趣旨  

  この基本要領は、金融調節に関する事務手続の明確化を図る趣旨から、

「コマーシャル・ペーパーおよび社債等買入基本要領」（平成２５年４月

４日付政委第４７号別紙１．）に規定する買入対象先（以下「買入対象先」

という。）の選定を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。  

２．買入対象先の選定基準等  

（１）買入対象先の選定に当っては、買入対象先となることを希望する先を

公募するものとする。 

（２）買入対象先については、（１）の公募に応じた者の中から、次に掲げ

る要件を満たす先を選定する。 

イ、本行本店の当座預金取引先であること 

ロ、日本銀行金融ネットワークシステムを利用していること 

ハ、自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が

十分であると認められること 

３．買入対象先の遵守事項等 

（１）買入対象先の公募に際しては、次に掲げる買入対象先としての遵守事

項を明示するものとする。  

イ、本行のコマーシャル・ペーパーおよび社債等買入れに積極的に応札

すること 

ロ、正確かつ迅速に事務を処理すること  



ハ、金融政策遂行に有益な市場情報または分析を提供すること  

（２）買入対象先が（１）に掲げる事項に著しく背馳した場合には、買入対

象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。  

（３）（２）に定める場合のほか、２．に定める基準に鑑み必要と認められ

る場合には、買入対象先からの除外等の措置を講ずることができるもの

とする。 

 

（附則） 

  この基本要領は、本日から実施する。 

 



別紙３ 

 

指数連動型上場投資信託受益権等買入等基本要領 

 

１．趣旨 

この基本要領は、金融調節の一層の円滑化を図る趣旨から、指数連動型

上場投資信託受益権および不動産投資法人投資口（以下「指数連動型上場

投資信託受益権等」という。）の買入れ等を行うために必要な基本的事項

を定めるものとする。 

２．買入店 

本店（業務局）とする。 

３．買入対象 

金融商品取引所（金融商品取引法（昭和２３年法律第２５号）第２条第

１６項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。）に上場されている

指数連動型上場投資信託受益権等であって、次に掲げる要件をすべて満た

すもののうち、買入対象とすることが適当でないと認められる特段の事情

がないものとする。 

（１）指数連動型上場投資信託受益権にあっては、東証株価指数（ＴＯＰＩ

Ｘ）または日経平均株価（日経２２５）に連動するよう運用されるもの

であること 

（２）不動産投資法人投資口にあっては、当該投資口を発行する投資法人の

債務が、「適格担保取扱基本要領」（平成１２年１０月１３日付政委第

１３８号別紙１．）に定める適格担保基準を満たすものであること。ま

た、原則として、金融商品取引所において売買の成立した日数が年間２

００日以上あり、かつ当該金融商品取引所で行われた年間の売買の累計

額が２００億円以上であること 



４．買入方式 

（１）本行が、本行を委託者兼受益者とし、信託銀行（金融機関の信託業務

の兼営等に関する法律（昭和１８年法律第４３号）第１条第１項の認可

を受けて信託業務を営む銀行をいう。以下同じ。）を受託者とする金銭

の信託を行い、当該金銭の信託にかかる信託財産として、指数連動型上

場投資信託受益権等を買入れる方式とする。 

（２）（１）の受託者は、別に定めるところに従い本行が選定した先とする。 

（３）指数連動型上場投資信託受益権等の買入れは、市場の状況に応じ、本

行が定める基準に従って受託者に進捗させるものとする。 

５．買入価格 

原則として、金融商品取引所における売買高加重平均価格または当該価

格を目途として受託者が取引する価格とする。 

６．買入限度額 

（１）指数連動型上場投資信託受益権にあっては、銘柄別の買入限度は、本

行による買入れが銘柄毎の時価総額に概ね比例して行われるよう本行が

別に定める上限とする。 

（２）不動産投資法人投資口にあっては、銘柄別の買入限度は、当該銘柄の

発行済投資口の総数の５％以内であって、本行による買入れが銘柄毎の

時価総額に概ね比例して行われるよう本行が別に定める上限とする。 

７．買入れた不動産投資法人投資口の議決権行使 

次に掲げる事項を考慮して議決権行使の指針を定め、受託者に当該指針

の範囲で善管注意義務に従って不動産投資法人投資口の議決権を行使させ

るものとする。 

（１）議決権行使は本行の経済的利益を増大することを目的として行われる

こと 



（２）不動産投資法人の投資主の利益を最大にするような投資法人の運営が

行われるよう議決権を行使すること 

８．買入れた指数連動型上場投資信託受益権等の処分 

（１）買入れた指数連動型上場投資信託受益権等について、次の各号に掲げ

る場合には、これに該当する銘柄の処分を速やかに行うものとする。 

イ、買入れた指数連動型上場投資信託受益権等に関し単元未満のものが

生じた場合（単元未満である部分の処分に限る。） 

ロ、発行済投資口の総数の変動等により、本行の保有する不動産投資法

人投資口の銘柄別保有数が、当該銘柄の発行済投資口の総数の５％を

超えた場合（５％を超える部分の処分に限る。） 

ハ、金融商品取引所の定めにより監理銘柄または整理銘柄に指定された

場合 

ニ、公開買付けに応じる場合 

（２）（１）ニ、に定める場合については、次に掲げる事項を考慮して、受

託者に公開買付けへの対応に関するガイドラインを作成させ、受託者に

当該ガイドラインの範囲で善管注意義務に従って判断させるものとする。

当該ガイドラインは、受託者が本行の個別の指図を求めることなく判断

することを前提とするものでなければならない。 

イ、本行の保有する当該銘柄の流動性に配慮すること 

ロ、当該銘柄を発行する投資法人の価値の向上に配慮すること 

（３）（１）による処分以外の場合に、指数連動型上場投資信託受益権等の

処分を行う場合は、指数連動型上場投資信託受益権等の市場等の情勢を

勘案し、適正な対価によるものとする。また、この場合には、次に掲げ

る事項を考慮して指数連動型上場投資信託受益権等の処分の指針を定め、

本行が別に定めるところにより選定する受託者（信託銀行に限る。）に

当該指針の範囲で善管注意義務に従って指数連動型上場投資信託受益権

等を処分させるものとする。 



イ、本行の損失発生を極力回避すること 

ロ、本行の指数連動型上場投資信託受益権等の処分により指数連動型上

場投資信託受益権等の市場等に攪乱的な影響を与えることを極力回避

すること 

９．指数連動型上場投資信託受益権および不動産投資法人投資口取引損失引

当金 

原則として、指数連動型上場投資信託受益権、不動産投資法人投資口そ

れぞれについて、時価の総額が帳簿価額の総額を下回る場合に、その差額

に対して上半期末および事業年度末に計上する。 

 

（附則） 

１． この基本要領は、「指数連動型上場投資信託受益権等買入等実施

要綱」（平成２２年１０月２８日付政委第９２号別紙９．の別紙お

よび同別紙１０．の別紙）の一部改正に関する日本銀行法（平成９

年法律第８９号）第４３条第１項ただし書きおよび同法第６１条の

２の規定に基づく財務大臣および金融庁長官の認可を受けることを

条件として、当該認可を受けた日から実施する。 

２． ４．（３）に定める基準その他この基本要領の実施にあたり必要

となる事項については、総裁が定める。 



別紙４ 

 

指数連動型上場投資信託受益権等買入等基本要領に定める信託の 

受託者選定基本要領 

 

１．趣旨 

  この基本要領は、金融調節に関する事務手続の明確化を図る趣旨から、

「指数連動型上場投資信託受益権等買入等基本要領」（平成２５年４月４

日付政委第４７号別紙３．）に定める信託の受託者（以下「受託者」とい

う。）の選定を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。 

２．受託者の選定方法 

（１）受託者の選定にあたっては、受託者となることを希望する者を公募す

る。 

（２）受託者は、一般競争入札方式により選定する。 

３．受託者の選定基準 

（１）受託者は、２．（１）の公募に応じた者であって、次に掲げる要件を

満たす者に限る。 

イ、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和１８年法律第４３

号）第１条第１項の認可を受けて信託業務を営む銀行であること 

ロ、本行本店の当座預金取引先であること 

ハ、銀行法（昭和５６年法律第５９号）第１４条の２に掲げる基準に基

づいて算出された連結および単体自己資本比率が、基準時点（受託者

の選定を行う日（以下「選定日」という。）の直近の決算期末（中間

期末を含む。以下同じ。）をいう。ただし、受託者の選定の応募締切

日において直近の決算期末の当該計数が判明していない場合には、当

該計数が判明している直近の決算期末とする。以下同じ。）において、



国際統一基準が適用される先については普通株式等 Tier１比率４.

５％以上、Tier１比率６％以上および総自己資本比率８％以上、国内

基準が適用される先については４％以上であること。ただし、考査等

から得られた情報に照らし、同水準が一時的なものと認められるとき、

当該基準時点以降の状況変化により信用力に問題が生じているときそ

の他信用力に問題があると認められる特段の事情があるときはこの限

りでない。 

ニ、基準時点において、金銭の信託、有価証券の信託または包括信託に

かかる信託財産として所有する株式（他の法人に対する再信託または

他の法人との共同での受託により当該他の法人に資産管理が委託され

ている株式を含む。）の貸借対照表価額の合計額が、５，０００億円

以上であること 

ホ、選定日を含む年度の前年度の４月１日以降、監督官庁による行政処

分を受けていないこと（行政処分の内容および処分の対象となった法

令違反行為の内容等に照らし、本行が、審査の結果、受託者とするこ

とが不適当でないと認めた場合を除く。） 

へ、本件の受託業務を円滑かつ適正に遂行できる体制が整っていると認

められること 

（２）二者が共同して本件の受託業務を受託する場合には、いずれの共同受

託者においても（１）に掲げる要件を満たさなければならない。 

（３）受託者が本件の受託業務の一部を再信託する場合には、再信託の受託

者においても（１）に掲げる要件を満たさなければならない。 

４．信託契約 

（１）受託者との間で、本行を委託者兼受益者とする信託契約を締結する。 

（２）（１）に定める信託契約の契約期間（契約期間を延長するときは、延

長後の通算の契約期間をいう。以下同じ。）は、３年を超えないものと

する。 



（３）（１）に定める信託契約の契約期間の満了時において、指数連動型上

場投資信託受益権または不動産投資法人投資口を保有すると見込まれる

場合には、あらためて受託者を選定する。 

５．信託の終了 

  次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、本行は信託を終了し、

速やかに新たな受託者を選定することができる。 

（１）受託者または再信託の受託者が３．に定める要件を満たさなくなった

とき 

（２）受託者が本行との契約に違反したとき 

（３）受託者が本件の受託業務を正確かつ迅速に履行していないと本行が認

めたとき 

（４）その他契約を継続し難い事由があると本行が認めたとき 

 

（附則） 

１． この基本要領は、「指数連動型上場投資信託受益権等買入等基本

要領」（平成２５年４月４日付政委第４７号別紙３．）の実施日か

ら実施する。 

２． ３．（１）ハ、に定める自己資本比率は、普通株式等 Tier１比率

については、平成２６年３月３０日までの間は３.５％以上、平成２

６年３月３１日から平成２７年３月３０日までの間は４％以上とし、

Tier１比率については、平成２６年３月３０日までの間は４.５％以

上、平成２６年３月３１日から平成２７年３月３０日までの間は５.

５％以上とする。 



別紙５ 

 

「国債売買基本要領」中一部改正 

 

○ ４．を横線のとおり改める。 

４．売買対象 

  次の（１）および（２）に掲げる国債とする。 

（１）変動利付国債および物価連動国債以外の利付国債（発行後１年以内の

もののうち発行年限別の直近発行２銘柄を除く。） 

（２）変動利付国債および物価連動国債（それぞれにつき、発行後１年以内

のもののうち発行年限別の直近発行２銘柄を除く。） 

 

（附則） 

この一部改正は、本日から実施する。 



別紙６ 

 

「国債売買における売買対象先選定基本要領」中一部改正 

 

○ ３．を横線のとおり改める。 

３．売買対象先の選定頻度 

（１）売買対象先は、原則として年１回の頻度で見直すこととする。 

（２）（１）に加えて、売買対象先を追加する選定を随時実施することがで

きるものとする。 

 

（附則） 

この一部改正は、本日から実施する。 



別紙７ 

 

「国庫短期証券売買および国債の条件付売買における売買対象先 

選定基本要領」中一部改正 

 

○ ３．を横線のとおり改める。 

３．売買対象先の選定頻度 

（１）売買対象先は、原則として年１回の頻度で見直すこととする。 

（２）（１）に加えて、売買対象先を追加する選定を随時実施することがで

きるものとする。 

 

（附則） 

この一部改正は、本日から実施する。 



別紙８ 

 

「補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却における売却 

対象先選定基本要領」中一部改正 

 

○ ３．を横線のとおり改める。 

３．売却対象先の選定頻度 

（１）売却対象先は、原則として年１回の頻度で見直すこととする。 

（２）（１）に加えて、売却対象先を追加する選定を随時実施することがで

きるものとする。 

 

（附則） 

この一部改正は、本日から実施する。 

 



別紙９ 

 

（財務大臣宛認可申請書） 

 

政第 号 

平成２５年 月 日 

 

財務大臣 麻生 太郎 殿 

日本銀行総裁 黒田 東彦 

 

指数連動型上場投資信託受益権等買入等実施要綱の一部変更に関する件 

 

量的・質的金融緩和の導入に伴い、平成２２年１０月２８日付財理第４６

４１号・金総第３９０７号認可、平成２３年３月１５日付財理第１１６２号・

金総第１０６０号認可、平成２３年８月５日付財理第３６５４号・金総第３

３７３号認可、平成２４年５月１日付財理第２１３９号・金総第１９０８号

認可および平成２４年１０月３１日付財理第５１１３号・金総第４７７３号

認可に基づいて行う指数連動型上場投資信託受益権等の買入れ等の要綱を別

紙のとおり一部変更することと致したく、政策委員会の議決を経て、日本銀

行法第４３条第１項ただし書の規定に基づき、認可申請致します。 

以  上 



別 紙 

 

「指数連動型上場投資信託受益権等買入等実施要綱」中一部変更 

 

○ ４．を横線のとおり改める。 

４．買入れを行う期間 

指数連動型上場投資信託受益権等の買入れは、認可取得の日から平成２

５年末までを目途に行い得るものとする。 削除 

 

○ ５．を横線のとおり改める。 

５．買入限度額等 

（１）指数連動型上場投資信託受益権の買入残高の総額は 2 兆 1,000 億円程

度を限度とする。指数連動型上場投資信託受益権の買入れは、本行の保有

残高が、年間約１兆円に相当するペースで増加するよう行う。またただし、

特定の銘柄への過度の集中排除の観点から本行が銘柄別の上限を別に定

める場合には、これを買入限度とする。 

（２）不動産投資法人投資口の買入残高の総額は 1,300 億円程度を限度とす

る。不動産投資法人投資口の買入れは、本行の保有残高が、年間約 300

億円に相当するペースで増加するよう行う。またただし、銘柄別の買入限

度は、当該銘柄の発行済投資口の総数の５％とする。ただしまた、発行済

投資口の総数の５％を超えない場合であっても、特定の銘柄への過度の集

中排除の観点から本行が銘柄別の上限を別に定める場合には、これを買入



限度とする。 

（３）略（不変） 

 

 



別紙１０ 

 

（金融庁長官宛認可申請書） 

 

政第 号 

平成２５年 月 日 

 

金融庁長官 畑中 龍太郎 殿 

日本銀行総裁 黒田 東彦 

 

指数連動型上場投資信託受益権等買入等実施要綱の一部変更に関する件 

 

量的・質的金融緩和の導入に伴い、平成２２年１０月２８日付財理第４６

４１号・金総第３９０７号認可、平成２３年３月１５日付財理第１１６２号・

金総第１０６０号認可、平成２３年８月５日付財理第３６５４号・金総第３

３７３号認可、平成２４年５月１日付財理第２１３９号・金総第１９０８号

認可および平成２４年１０月３１日付財理第５１１３号・金総第４７７３号

認可に基づいて行う指数連動型上場投資信託受益権等の買入れ等の要綱を別

紙のとおり一部変更することと致したく、政策委員会の議決を経て、日本銀

行法第４３条第１項ただし書および同法第６１条の２の規定に基づき、認可

申請致します。 

以  上 



別 紙 

 

「指数連動型上場投資信託受益権等買入等実施要綱」中一部変更 

 

○ ４．を横線のとおり改める。 

４．買入れを行う期間 

指数連動型上場投資信託受益権等の買入れは、認可取得の日から平成２

５年末までを目途に行い得るものとする。 削除 

 

○ ５．を横線のとおり改める。 

５．買入限度額等 

（１）指数連動型上場投資信託受益権の買入残高の総額は 2 兆 1,000 億円程

度を限度とする。指数連動型上場投資信託受益権の買入れは、本行の保有

残高が、年間約１兆円に相当するペースで増加するよう行う。またただし、

特定の銘柄への過度の集中排除の観点から本行が銘柄別の上限を別に定

める場合には、これを買入限度とする。 

（２）不動産投資法人投資口の買入残高の総額は 1,300 億円程度を限度とす

る。不動産投資法人投資口の買入れは、本行の保有残高が、年間約 300

億円に相当するペースで増加するよう行う。またただし、銘柄別の買入限

度は、当該銘柄の発行済投資口の総数の５％とする。ただしまた、発行済

投資口の総数の５％を超えない場合であっても、特定の銘柄への過度の集

中排除の観点から本行が銘柄別の上限を別に定める場合には、これを買入



限度とする。 

（３）略（不変） 

 

 




